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予算要望趣旨

世界においては、イスラエルとガザのイスラム組織ハマスによる停戦合意がなさ

れ、長く続いた惨劇を終わらせるための重要な一歩となりうるもので歓迎すべき

前進ですが、いまだロシアとウクライナではあってはならない戦闘行為が続いてい

ます。

平和憲法を有する日本においては、戦争による困窮はないものの先の見えない

物価高騰が続いており、国民生活はますます厳しい状況に追い込まれ、貧富の差

が広がっています。

そのような中、度重なる政治家の不祥事や政治資金に関する問題、物価高騰に対

する無策などで、国民の政治不信を招いた結果、昨年に続いて今年の参議院選挙

でも民意は自民公明の政権にNoをつきつけました。

一方、三田市政では総整備費が高騰する中においても、市民病院統合を推し進め

ようとしています。病院統合が市政全体の財政に大きな影響を与えることは必至

です。

財政ロードマップ案が公表され、市民サービスカット、負担増の検討が示される

中、多くの市民が三田市の未来に不安を抱いています。加えて、多くの市民が望ん

でいない、フラワータウン市民センターの複合化は、それでなくとも厳しい市財政

にさらなる負担を生じさせ、それは市民負担へと繋がっていきます。

今以上に市民からの市政に対する信頼は低下し、このままでは市民との協働、共

創のまちづくりなど夢物語となります。市民の声を聞き、ただ聞くだけでなくその

声に沿った市政運営、市民の願いを実現するために努力する市役所が必要ではな

いでしょうか。

2026年度の予算編成にあたり、三田に住み続けて展望を見出せるような施策

の実施、市民が幸せを実感でき住み続けたいと思える市政運営となるよう願うも

のです。同時に三田市政が地方自治法に定められた「住民の福祉の増進」という役

割をしっかりと果たし、公の責任を見失わないようにしてください。

党議員団が市内の各種団体、多くの市民から寄せられた声を基調とした以下の

要望をいたします。
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日本共産党三田市議団
物価高騰対策について

1
物価高騰対策として市内事業者および農業者の実態把握を行うとともに継続的
な支援を行うこと。 産業振興部

2
ハローワークと連携して物価高騰による離職者の就職支援を行うこと。

産業振興部

3
困窮する学生に対して、食糧、物資の支援を含め継続した支援を行うこと。

総合政策部

総合政策部

4
様々な計画を作る際、一番初めの段階から市民参加ができるようにすること。

総合政策部

5
転出対策として親元から独立して市内で居住する場合の民間賃貸家賃補助制
度を創設し、支援すること。 総合政策部

6

三田市のデジタル化、さんだ里山スマートシティの取組について
・地域課題や市民ニーズの解消を目的とし、民間の利益優先とならないようにす
ること。
・システムおよびソフトウェアの導入においては、地域課題や市民ニーズの解消
に即したものを選定し、導入ありきとならないようにすること。
・個人情報、セキュリティの扱いについては特段の注意を払って行うこと。特に個
人情報については、利用者の同意なしに進めることがないようにすること。
・民間主導により採算性の低い福祉、教育、介護、交通等の市民サービスの低
下や情報格差、市民サービス提供の格差を生じさせないこと。

総合政策部

7
公民連携を進めるに当たっては、市が主導権を持ち（官民連携）、市民に素早く
すべての情報を公開すること。 総合政策部

新

8
「受益者負担の基本的な考え」のサービス原価に参入している「減価償却相当
額」および「公債費利子」をサービス原価から外すこと。 総合政策部

新

9
公共施設使用料減免制度の見直しについては、減免廃止や率の引き下げなど
市民負担増となる改悪を行わないこと。 総合政策部

新

10

市民病院再編問題について①
・将来にわたって多額の負担を市民に課す市民病院の統廃合をしないこと。
・指定管理者制度を撤回し、直営での経営を維持すること。

総合政策部

11

市民病院再編問題について②
現在地から市民病院を統合によって無くした場合の経済損失について、市として
調査を行うこと。

総合政策部

12
市民病院再編問題について③
病院統合を進めた場合の跡地については簡易な手術のできる体制を整備する
こと。

総合政策部
新

総務部

13

土曜日、もしくは日曜日の窓口開設を行うこと。
例：丹波篠山市（月1回日曜日、市民課（証明書発行など）、税の納付、水道開閉
栓届など）

総務部・市
民生活部・
上下水道部

14

市職員の採用について①
・引き続き年齢構成の平準化に取り組むとともに、定数削減ではなく、正規職員
の確保および割合を増やす取り組みをすること。
・女性職員の幹部登用をさらに進めること。
・体制強化が求められる部署については速やかに職員の増員等を行うこと。（福
祉部門のケースワーカーなど）
・デジタル化や植栽管理など、専門性が求められる部署については有資格者な
どを採用するとともに、後継となる有資格者を育成すること。

総務部

15

市職員の採用について②
会計年度任用職員の処遇についてフルタイム職の導入、再度任用の回数制限
廃止等の改善をすること。

総務部

16
市職員の採用について③
市民病院から市への転任を希望する職員については全員を受け入れること。 総務部

新

「今回の変更場所」に「新」とあるものは、今年度新規要望項目となります。

通し番
号 今回の変更場所要望内容 担当部
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通し番
号 今回の変更場所要望内容 担当部

17
災害対策について。
原発災害の際の対策として、市独自で避難計画を早急に策定すること。 総務部

18

公契約に関わる業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保して当該業務
の質の確保を図り、下請け・孫請けに対しても、市が責任を持って把握するため
に公契約条例を制定すること。

総務部

19

指定管理者制度は以下の危惧があり、事業によっては直営に戻すことも含めて
見直しを進めること。
・市民の権利や自治体の公的責任が後退する。
・市民福祉や市民ｻｰﾋﾞｽが低下する。
・管理・運営に市民の声が反映されにくい。
・利用者のﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰが侵害される恐れがある
・雇用面で不安があり不安定雇用が増える。
・実質の人件費にまで消費税負担をすることになる。
・議会や市民のチェック機能が後退する。

総務部

財務部

20
公共施設マネジメント推進は都度、地域住民、利用者の声を反映させ慎重に行
うこと。 財務部

21
「三田市みらいへの財政ロードマップ（案）」による過度な市民へのサービス低下
や市民負担増につながる「行革」は行わないこと。 財務部

新

22
市民サービスの低下となる補助金・負担金の見直しは行わないこと。

財務部
新

23
市税・使用料等の滞納者に対しては丁寧に相談に乗り、減免制度の周知や福
祉等との連携を迅速に図ること。 財務部

都市整備部

24
住宅施策の充実について。
住宅困窮者への支援を強めること。（民間住宅入居補助なども検討すること）

健康福祉
部・都市整
備部

25
市街化調整区域内における開発の弾力運用では、広く住民の合意が得られる
よう、引き続き行政としての指導責任を果たすこと。 都市整備部

26
公園施設管理運営への民間活力の活用（Park-PFI）は導入しないこと。

都市整備部
新

27
4公園（中央、駒ヶ谷、城山、三田谷）への駐車場使用料の導入（有料化）はしな
いこと。 都市整備部

新

28
フローラ88の解体に伴い、次の商業施設開設までの間の利便性確保をコムスに
求めること。 都市整備部

29
フラワータウン新商業施設へのフラワータウン市民センター、多世代交流館の複
合化をしないこと。 都市整備部

新

30

道路の安全対策について①
街路については道路の拡幅、歩道の整備、信号、白線の引き直し、カーブミラー
（曇り止め対策含む）、ガードレール設置など生活上の危険箇所の点検をし、計
画的整備・改修を行うこと。（特に通学路について）
※下相野広野線において、歩道が途切れている区間があるため、早急に対応
すること。

都市整備部

31

道路の安全対策について②
スペースがなく曲がりにくい交差点を点検、整備すること。特に緊急車両がス
ムーズに通行できるようにすること。（例：本庄　岩倉橋）

都市整備部

32

道路の安全対策について③
市道駅前線の歩道について、狭隘であり劣化が激しいため危険であり美観も損
なっている。三田市の玄関口の市道として、抜本的な改修により美装化と安全
確保を図ること。

都市整備部

33
道路の安全対策について④
災害による生活道路の復旧・修繕に対する補助制度を創設すること。

経営管理
部・都市整
備部

34
「（仮称）バス等シェルター管理計画」を策定すること。

都市整備部

35
公園に日よけなどの日差しを避けることのできる仕組みを整備すること。

都市整備部

36
三田谷公園のジョギングコースの路面全面改修を地元と協議して行うこと。

都市整備部
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通し番
号 今回の変更場所要望内容 担当部

37
ニュータウンなど住宅周辺ののり面などの整備について、草刈りを見える範囲の
1～2Mほどしか整備がされていない。全体の刈りこみをすること。 都市整備部

38
カルチャータウンに郵便局の設置を求めること。

都市整備部

39
市内に日本陸上競技連盟公認の陸上競技場として使用できる施設を整備する
こと。

市民生活
部・都市整
備部

40

交通施策について
・公共施設や買い物・病院などへ行くときの全市域を対象にした交通手段の拡
充と早期の交通不便地域解消のため、地域の実情に即した交通の導入を行うこ
と。
・実態に即した「新たな市民生活交通導入検討指針」の見直しを行うこと。
・新たな交通を導入する際は事業主体に対して行政も責任を持ち、全ての責任
を市民に負わさないこと。

都市整備部

41

高齢者運賃助成については市街地と農村での利用実態や助成の実態に乖離が
発生している。制度見直しにおいては地域の実情に応じた使い勝手の良い助成
となるように検討し、改革すること。

都市整備部

42

バス事業者への要望
・つつじが丘、相野方面からウッディタウンへ行くバスの利便性を向上すること。
（下相野広野線を使ったルート変更や増便など）
・つつじが丘から市民病院前を経由するバスにおいて、ロータリー内バス停に停
まるように事業者へ要望すること。
・市内各地域から市民病院へ市民が利用できる時間に乗り換えなしで直通バス
が行くよう事業者へ要望すること
例：高平→市民病院、フラワー→市民病院、学園→市民病院など

都市整備部

43

ＪＲや神戸電鉄の安全対策、利便性向上について
・神戸電鉄踏切(諏訪原踏切)での歩行者安全対策を行うこと。
・JR踏切（神分道踏切）での歩行者含む安全対策を行うこと。
・「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」に則って踏切手前部および内部
での点字ブロック等の設置を行うこと。
・相野駅ロータリーの補修を行うこと。（歩道の整備、屋根の破れ）
・広野駅のバリアフリー化を市としても推進し、国、JRへ求めること。特にスロー
プについては市独自での設置も含め検討すること。
・新三田駅のエスカレータ設置（駅の全面改修も含む）をJRに求めること。

都市整備部

44
焼却ごみ減少のため、生ごみのコンポスト利用や分別（廃プラスチック、生ごみ）
回収を推進すること。 都市整備部

45
資源ごみの持ち去りに対して、条例化も含め対応を強化すること。

都市整備部

46
蛍光管および電池の回収場所を増やすこと。
（市民センターでは遠い） 都市整備部

47
高齢者・障害者の１人住まいで希望する方にごみ出し支援をおこなうこと。（国の
特別交付税措置の活用も含め検討すること） 都市整備部

48
鉄道駅のうち周辺の路上喫煙禁止区域を未設置の駅に早期に設置すること。

都市整備部

49

エネルギー政策について①
・気候危機を打開するために小水力発電や里山を生かしたペレット生産、バイオ
マス発電など、再生可能エネルギーの導入、普及を強力に推進すること。
・再生可能エネルギーの導入、普及にあたっては、三田の里山、畜産といった地
域資源を生かした「地産地消」、雇用の創出に結びつく施策や自然・生活環境の
保全を最優先に市民の参加と合意のもと進めること。

都市整備部

50

エネルギー政策について②
・太陽光発電施設の建設は、住宅地の近隣は建設禁止区域に設定する条例等
の改正・制定をすること。
・太陽光発電施設の建設許可にあたっては地域住民の同意を許可要件にする
こと。

都市整備部

51

水害対策について
・近年のゲリラ豪雨や集中豪雨に対応した河川の改修を行うこと。
・河川の堆積土砂の状況を調査し、早急にまた計画的に浚渫を実施すること。
・市街地の排水対策について、大雨時の排水状況を調査し、氾濫の危険性があ
る個所は改良、改修すること。

都市整備部

52
横山西池の悪臭対策を適時に行うこと。

都市整備部

53
民有林の整備、災害対策について早期に研究検討をすること。

経営管理
部・都市整
備部

54
野焼きについては継続して農業者、非農業者双方の声を聞き、対策をとること。 都市整備部・

市民生活部
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通し番
号 今回の変更場所要望内容 担当部

子ども・未来部

55
三輪幼稚園の民間移譲はしないこと。 子ども・未来

部
新

56
松が丘幼稚園とありまふじ幼稚園の統合はしないこと。 子ども・未来

部
新

57
三田保育所・三田幼稚園のあり方検討については、保護者の声をよく聞き、負
担とならないように配慮すること。

子ども・未来
部

新

58
0歳～2歳児における保育の無償化を住民税非課税世帯以外にも拡充すること。 子ども・未来

部

59
企業主導型保育の導入に際しては、行政の責任において質の担保を図ること。 子ども・未来

部

60
病児・病後児保育の充実を図ること。 子ども・未来

部

61
認可外保育施設への支援として運営費補助を継続すること。 子ども・未来

部

62
実態に即したヤングケアラー対策を実施すること。 子ども・未来

部

63
妊婦検診助成を14回12万円以上に増額すること。 子ども・未来

部

64
初回産科受診費の助成対象を非課税世帯だけでなく、全ての妊婦に拡充するこ
と。

子ども・未来
部

65
おたふくかぜワクチンの接種補助を行うこと。 子ども・未来

部

66

放課後児童クラブの充実について
・統合をしないこと。
・毎土曜日開所を実施すること。
・希望があれば少人数でも対象地域に設置をすること。
・直営を堅持し、指定管理者制度導入となった児童クラブについては直営に戻す
こと。

子ども・未来
部

67

子どもの居場所づくり
・中学校区に児童館機能を併せ持った施設、場所を整備し子どもの居場所を作
ること。
・子どもの貧困対策として、子ども食堂など学習・食の支援を拡充すること。

子ども・未来
部

68
特別な支援を要する園児が在籍する私立認定こども園に対しての助成金を増額
すること。

子ども・未来
部

69
認定こども園、幼稚園教育の充実について
・アレルギー食など必要な特別食が実施できるように支援(人件費)すること。

子ども・未来
部

70
多世代交流館は廃止しないこと。 子ども・未来

部
新

健康福祉部

71
同和終結宣言をすることと合わせ、市も「差別を受けなければならない地域はど
こにも存在しない」としながら、地域を限定して行う「解放学級」は廃止すること。 健康福祉部

72

市内公共施設のトイレに生理用品を配置すること。 経営管理
部・市民生
活部・子ど
も・未来部・
健康福祉
部・都市整

73
高齢化が進む中で補聴器を必要とする高齢者が増えており、障害者手帳が交
付されない軽度、中等の難聴者の補聴器購入に対する補助制度を創設するこ
と。

健康福祉部

74
市内に看取りのできる施設誘致を行うこと。

健康福祉部

75

国保制度の充実について
・子育て世帯の負担軽減のため、所得の無い子どもの均等割りを廃止すること。
・ 「こくほ便利ガイド」に国保法第１条、社会保障の位置づけを明記すること。

健康福祉部

76
障害者医療費助成を身体４級、知的B1まで拡充すること。

健康福祉部

77
地域のかかりつけ医の閉院などにおいて、地域の医療が損なわれないように対
策をとること。 健康福祉部

78
小児救急の受け入れ体制を充実すること。

健康福祉部

79
インフルエンザのワクチン接種を中学生以下、妊婦および基礎疾患を有する者
には接種料の２分の１を補助すること。

子ども・未来
部・健康福
祉部

80
特定健診の充実については３０歳代基本健診の受診者の健診料も無料にする
こと。

健康福祉部
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通し番
号 今回の変更場所要望内容 担当部

81

ガン検診の充実について①
・ガン(胃・肺・大腸)健診の受診率を高めるため集団健診のときだけではなく、医
療機関でも健診できるようにすること。（集団健診時に受けられない人に健診の
機会を作ること）
・大腸がん検診について40歳以上の人を対象に無料検診を行うこと。
・子宮がん検診の無料クーポンを復活させること。
・子どもへの感染を防ぐため20代30代のピロリ菌感染検査を無料で実施し、除
菌費用の半額補助をすること。

健康福祉部

82

障害者が地域で安心して暮らせるように①
・鉄道運賃割引制度、バス運賃割引制度の精神障害者への拡充を事業者へ要
望すること。
・生活支援センター、就労支援センターの内容を充実させること。（さらなるジョブ
コーチの増員）
・家族への支援策として医療も受けられるショートステイを現２施設からさらに充
実させること。
・重度心身障害者（児）のタクシー料金助成利用券について、「施設入所中・入院
中」の方も対象とすること。
・中途障害者（維持期）が社会へ復帰できるようなリハビリ施設、リハビリ体制の
充実を図ること。
・失語症に対応した意思疎通支援者の育成を市内で実施できるようにすること。
・緊急通報システム対象者を視覚障害者等必要とする人にも広げること。
・独居の全盲者が市内で安心して過ごせるよう体制と支援を行うこと。
・学校卒業後の重度障害者の居場所をふやすこと。
・障害者就労支援の一環として、成果物等を販売する際の販路開拓、ノウハウ
等についての支援をすること。

健康福祉部

83

介護保険制度について
・介護認定された人が訪問介護などで必要な量のサービスが受けられるように
充実すること。
・在宅介護を充実させるために地域密着型の小規模多機能型施設を整備するこ
と。
・特別養護老人ホームの増設を行うこと。
・地域間格差を無くすこと。

健康福祉部

84

地域包括ケアシステムについて
医療から介護、介護から在宅へと連携をする中で、市民が必要な医療、介護を
受けることのできる、市独自の地域医療と介護の計画を策定すること。 健康福祉部

85
市内における引きこもりの実態調査をするとともに支援体制の強化、居場所づく
り、就労支援などの対策を引き続き行うこと。 健康福祉部

市民生活部

86
「受益者負担の基本的な考え」に基づいて行う公共施設使用料の大幅な引き上
げは見直すこと。 市民生活部

新

87

地域コミュニティのあり方について
・まちづくり協議会の活動について、住民合意のもと、地域づくりが行われている
か、すでに存在するコミュニティを阻害する活動となっていないか本来のまちづく
り協議会の趣旨に沿った活動となるよう指導すること。
・区・自治会やまちづくり協議会等への補助金・交付金の包括化については、包
括化によるデメリット等を調査するとともに、住民意見を聞き慎重に行うこと。
・自治会の加入率低下対策をすること。

市民生活部

88
コミュニティセンターの地元移管については市民負担増とならないようにするこ
と。

市民生活部

89
地域集会所整備事業補助金の補助率、補助限度額を増額し、コミュニティ形成
の支援をすること。 市民生活部

90
子育て支援として子育てグループの活動場所の会場費を無料に戻すこと。 市民生活

部・子ども・
未来部

91
市民センターについて①
利用料の現金払いをどのセンターでも支払えるようにすること。 市民生活部

92
市民センターについて②
トイレの洋式化を進めること。 市民生活部

93
市民センターについて③
フラワータウン市民センターのホールについて、音響、照明の修繕をすること。 市民生活部

新

94
市民センターについて④
市民センター等の休館日の見直し（増加）は行わないこと。 市民生活部

新
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通し番
号 今回の変更場所要望内容 担当部

95
市民センターについて⑤
行政サービス機能（証明書発行、公金収納）を廃止しないこと。 市民生活部

新

96
キッピーモール１階から５階の賃借料と６階賃料の見直しをすること。

市民生活
部・都市整
備部

97
ふれあいプールは全面改修後も存続をできるようにすること。

市民生活部

98
テニスコートの全面張り替えを年3コート分行っているが、継続して計画的に行う
こと。

市民生活部

99
野外活動センターについて、民間移譲ではなく、市民が手軽な料金で利用でき
るように指定管理者もしくは直営により運営すること。 市民生活部

100

図書館について
・指定管理者制度による運営を直営に戻すこと。
・資料(本)の選書、廃棄については、市職員が責任を持って行うこと。一次選考
から市職員が立ち会うこと。

市民生活部

101
ごみ袋代に収集ごみ処理手数料を導入、上乗せし値上げをしないこと。

市民生活部
新

102
文化センター、図書館、文化関連施設（ふるさと学習館等）の複合化は行わない
こと。

市民生活部
新

産業振興部

103

農業施策について①
・引き続き市内農業の育成のために地産地消の施策を強めること。
・三田の特産品への市独自の価格安定制度を創設し、農家の収入保障をするこ
と。
・農村活性化のための農業後継者育成対策を行うこと。
・有害鳥獣被害の実態を把握するとともに、対策を拡充すること。
・畜産・酪農の振興を継続すること。
・有機農業の振興をすること。
・小規模農家への農機具購入補助を中古機器においても使用できるようにする
こと。

産業振興部

104

中小零細業者支援対策について①
・地域経済の活性化に役立つ「住宅リフォーム助成制度」を導入すること。
・店舗リフォームの助成を起業支援だけでなく既存店舗のリフォームにも拡充す
ること。

産業振興部

105
市内に道の駅を設置すること。

産業振興部

106

市内企業に対して正社員雇用を推進すること。
（「企業誘致の際には一定数の正社員雇用義務付け」や「正社員雇用のための
市独自補助金制度の創設」など）

産業振興部

市民病院

107
病院給食について、利用者の声を聞き見直しをおこなうこと。

市民病院

108
医師・看護師の確保（特に小児）に全力を尽くすこと。

市民病院

109
医師・看護師の過酷勤務を緩和すること。

市民病院

110
ケアアシスタント、介護ヘルパー、クラークを増員すること。

市民病院

111
7対1対応を堅持していくこと。

市民病院

112
小児夜間救急医療体制を整えること。

市民病院

113
診療の待ち時間対策として、事前予約、予約後の診療時間の案内システムなど
の導入を行うこと。 市民病院

114
院内保育所を24時間対応にすること。

市民病院

上下水道部

115
新規下水道加入促進の対策として低所得、または特別な事情がある場合への
救済策をとること。 上下水道部

116
合併処理浄化槽の管理は市が行うこと。

上下水道部

117

水道事業において管理・更新一体マネジメント方式［レベル3.5］を含めたウォー
ターPPPの導入を行わないこと。
また、国に対してウォーターPPP導入前提の補助金ではなく、ウォーターPPP導
入に関係なく補助金を交付するように求めること。

上下水道部

118
マンホールカードを発行すること。

上下水道部
新

- 8 -



通し番
号 今回の変更場所要望内容 担当部

行政委員会

119

投票所について
・選挙の投票所は地元とも十分に協議し、有権者が行きやすい公共施設にする
こと。（藍小学校など）
・今後車での移動投票所なども検討し、投票環境の整備に努めること。
・フラワータウンに期日前投票所を設置すること。

行政委員会
事務局

120

選挙掲示板については、ポスターが張りやすいように配慮すること。
（昨今の選挙において、法面などの不安定なところで脚立などを利用しなければ
貼り付けが難しいところなどがあったと聞く）

行政委員会
事務局

学校教育部

121

小中学校の適正規模・適正配置について
・財源確保ではなく、子どもの教育にとってどうなのかを第１に考え、そのうえで
子どもの意見および地元の意見を尊重し、一方的に進めるようなことにならない
よう慎重にすること。
・学校の諸課題（生徒数減少等）の解決方法を統廃合だけに求めないこと。

学校教育部

122
教師の多忙化を防ぐため、加配教員や支援員などを必要に応じて配置するこ
と。

学校教育部

123
いじめ、不登校や家庭での問題を抱える子どもを受け止めるために、さらなるス
クールカウンセラーの充実や、スクールソーシャルワーカーの充実をはかるこ
と。

学校教育部

124
不登校の子どもの居場所の充実をはかること。

学校教育部

125
市内の困窮している大学生に対して奨学金返済支援制度や給付型の奨学金制
度を創設すること。 総合政策部

126
部活動の地域移行の際は、子ども・保護者の費用負担増とならないように配慮
すること。 学校教育部

127

特別支援教育の充実について
医療的ケア児が毎日保護者の付き添いなく医療的ケアを受けながら登下校でき
るように、支援をすること。

学校教育部

128
学校図書室に専任司書を全校配置すること。

学校教育部

129
就学援助の拡充をすること(部活動、ＰＴＡ、生徒会などに係る費用)。

学校教育部

130
小学校体育館のエアコン整備を早急に進めること。

学校教育部
新

131
必要に応じたトイレの洋式化を進めること。

学校教育部

132
学校のトイレに生理用品を常備すること。

学校教育部

133
小規模特認校制度を利用する生徒の通学費を補助すること。

学校教育部

134

学校給食の充実について
・学校給食は直営を堅持すること。
・今後も地元食材の利用率向上に努めること。
・給食における国産小麦使用の割合を増やすこと。
・三田肉を使用したふるさと給食事業を復活すること。
・学校給食の放射性物質検査を継続して行うこと。
・アレルギー食への代替食対応をすること(センター方式でも代替食の対応は可
能)。
・異物混入対策の強化を図ること。
・無農薬、減農薬米の導入を進めること。三田産であればなお良い。
・オーガニック食材の導入を進めること。三田産であればなお良い。
・ゲノム編集された食材は使用しないこと。

学校教育部

135
小学校給食を無償化すること。

学校教育部

136
日の丸・君が代の強制はしないこと。

学校教育部

消防本部

137
消防士の人員は国基準を満たすように増員すること。特に条例定数までは早急
に増員すること。

総務部・消
防本部

138
消防団の活動を保障できるよう、企業等へ一層の協力を求め、非正規雇用の消
防団員へは出動時の給与保障をすること。 消防本部
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以降は国、県に対して三田市から要望頂きたい項目になります。

県に対して以下のことを要望すること。

1
県営住宅（復興住宅）の空き住戸に対し、ストックとして保有するのではなく、早
急に募集をかけることを要望すること。 都市整備部

2
県道の植栽整備（除草も含め）を適時進めること。（気候や植物によっては生え
方が変わるため、適時通行に支障のないような対策をとること。） 都市整備部

3
医療費助成での世帯合算しないことを県に求めること。

健康福祉部

4
県に対して子どもの医療費無料化を県制度として高校まで通院、入院共に無料
の制度として拡充することを求めること。 健康福祉部

国、県に以下のことを要望すること

5
国・県に対して三田市における保健所機能の復活を求めること。

健康福祉部

国に以下のことを要求すること

6
おたふくかぜワクチンの定期接種化を求めること。 子ども・未来

部

7
非核平和宣言自治体として、核兵器禁止条約への批准を求め続けること。

健康福祉部

8
農業に関すること①
食料自給率を向上させること。 産業振興部

9
農業に関すること②
価格保障の充実と所得補償を行うこと。 産業振興部

10
農業に関すること③
生産者米価の引き上げを行うこと。 産業振興部

11
農業に関すること④
既存農家の後継者支援を行うこと。 産業振興部

12
農業に関すること⑤
有害鳥獣被害対策の充実を行うこと。 産業振興部

13
最低賃金を1500円まで引き上げるよう求めること。

市民生活部

14
小・中学校の学級定数を３０人とするよう求めること。

学校教育部

15
教員の抜本的な増員を求めること。

学校教育部

16
小学校給食の無償化を求めること。

学校教育部

国保制度について、国に以下のことを強く要求すること

17
国庫負担金を総医療費の４５％まで戻すこと。
協会けんぽなみの保険料となるよう国費を投入すること。 健康福祉部

18
国保の傷病手当金を制度化すること。

健康福祉部

高齢者医療制度について、国に以下のことを強く要望すること

19
国保に統合し、高齢者独自の減免をすること。

健康福祉部

20
70歳以上の窓口負担額を所得に関わらず３割ないし２割の現状から１割に引き
下げること。 健康福祉部

兵庫県後期高齢者医療広域連合に以下のことを要望すること

21
75歳以上の高齢者の医療費窓口負担を引き下げること。

健康福祉部

22
独自の減免制度を創ること。

健康福祉部

23
保険料を低く抑えること。

健康福祉部

介護保険について、国に以下のことを強く要望すること

24
介護認定の基準の見直しをすること。

健康福祉部
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25
介護認定時にケアマネージャーの判断を重視すること。

健康福祉部

26
介護報酬単価の引き下げをしないこと。

健康福祉部

27
介護施設の住居費、食費の負担を介護保険の対象に戻すこと。

健康福祉部

28
介護現場労働者の労働条件の改善を要望すること。介護報酬の緊急改定を求
めること(介護保険でなく、国の責任で改定を行う)。 健康福祉部

29
生活援助の介護保険給付を維持すること。

健康福祉部

30
特別養護老人ホームへの入所基準は要介護3以上ではなく要介護1および2の
人が入所できるように戻すこと。 健康福祉部

31
ケアプラン有料化をしないこと。

健康福祉部
新

32
利用料を1割負担とすること。

健康福祉部

生活保護について、国に以下のことを要望すること

33
級地引き上げをすること。

健康福祉部

34
老齢加算を復活すること。

健康福祉部

市民病院に関しする以下の医療政策を国に要望すること

35
病院事業（医業）に関する消費税を廃止するよう求めること。

市民病院

36
単独改修時の地方交付税交付率を25％から40％へ引き上げるよう求めること。

市民病院

37
新専門医制度の見直しを求めること。

市民病院

38
診療報酬の引き上げを求めること。

市民病院

39
全国的な医師不足解消のためにOECD諸国並みとなるよう医師の増員を求める
こと。

市民病院

その他

40
国と関西電力に対して原発の再稼働にきっぱりと反対し、廃炉に向けた取組み、
再生可能自然エネルギー政策を早急に進めるよう求めること。 都市整備部

41
国に対して消費税を５％への減税、インボイス制度の廃止を求めること。

総務部

42
国に対してマイナンバー法の廃止を国に求めること。

総務部

43
国に対して集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回と安保法制の廃止を国に
求めること。 総務部

44
国に対して国民の基本的権利を蹂躙する特定秘密保護法、テロ等準備罪の廃
止を求めること。 総務部
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三田市長　田村　克也　殿

木村　雅人
水元　サユミ

回答を求める２５項目について

２０２６年度（令和８年度）
三田市予算編成への要望書

2025年11月5日
日本共産党三田市議団

長尾　明憲

提出させて頂いた要望のうち、

新規項目などを中心に回答を頂きたい項目を抜粋しまとめました。
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予算要望趣旨

世界においては、イスラエルとガザのイスラム組織ハマスによる停戦合意がなさ

れ、長く続いた惨劇を終わらせるための重要な一歩となりうるもので歓迎すべき

前進ですが、いまだロシアとウクライナではあってはならない戦闘行為が続いてい

ます。

平和憲法を有する日本においては、戦争による困窮はないものの先の見えない

物価高騰が続いており、国民生活はますます厳しい状況に追い込まれ、貧富の差

が広がっています。

そのような中、度重なる政治家の不祥事や政治資金に関する問題、物価高騰に対

する無策などで、国民の政治不信を招いた結果、昨年に続いて今年の参議院選挙

でも民意は自民公明の政権にNoをつきつけました。

一方、三田市政では総整備費が高騰する中においても、市民病院統合を推し進め

ようとしています。病院統合が市政全体の財政に大きな影響を与えることは必至

です。

財政ロードマップ案が公表され、市民サービスカット、負担増の検討が示される

中、多くの市民が三田市の未来に不安を抱いています。加えて、多くの市民が望ん

でいない、フラワータウン市民センターの複合化は、それでなくとも厳しい市財政

にさらなる負担を生じさせ、それは市民負担へと繋がっていきます。

今以上に市民からの市政に対する信頼は低下し、このままでは市民との協働、共

創のまちづくりなど夢物語となります。市民の声を聞き、ただ聞くだけでなくその

声に沿った市政運営、市民の願いを実現するために努力する市役所が必要ではな

いでしょうか。

2026年度の予算編成にあたり、三田に住み続けて展望を見出せるような施策

の実施、市民が幸せを実感でき住み続けたいと思える市政運営となるよう願うも

のです。同時に三田市政が地方自治法に定められた「住民の福祉の増進」という役

割をしっかりと果たし、公の責任を見失わないようにしてください。

党議員団が市内の各種団体、多くの市民から寄せられた声を基調とした以下の

要望をいたします。
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日本共産党三田市議団

1
物価高騰対策として市内事業者および農業者の実態把握を行うとともに継続的
な支援を行うこと。 産業振興部

7
公民連携を進めるに当たっては、市が主導権を持ち（官民連携）、市民に素早く
すべての情報を公開すること。 総合政策部

新

8
「受益者負担の基本的な考え」のサービス原価に参入している「減価償却相当
額」および「公債費利子」をサービス原価から外すこと。 総合政策部

新

10
市民病院再編問題について①
・将来にわたって多額の負担を市民に課す市民病院の統廃合をしないこと。 総合政策部

12
市民病院再編問題について③
病院統合を進めた場合の跡地については簡易な手術のできる体制を整備する
こと。

総合政策部
新

24
住宅施策の充実について。
住宅困窮者への支援を強めること。（民間住宅入居補助なども検討すること）

健康福祉
部・都市整
備部

29
フラワータウン新商業施設へのフラワータウン市民センター、多世代交流館の複
合化をしないこと。 都市整備部

新

30

道路の安全対策について①
街路については道路の拡幅、歩道の整備、信号、白線の引き直し、カーブミラー
（曇り止め対策含む）、ガードレール設置など生活上の危険箇所の点検をし、計
画的整備・改修を行うこと。（特に通学路について）
※下相野広野線において、歩道が途切れている区間があるため、早急に対応
すること。

都市整備部

40

交通施策について
・公共施設や買い物・病院などへ行くときの全市域を対象にした交通手段の拡
充と早期の交通不便地域解消のため、地域の実情に即した交通の導入を行うこ
と。

都市整備部

51

水害対策について
・市街地の排水対策について、大雨時の排水状況を調査し、氾濫の危険性があ
る個所は改良、改修すること。

都市整備部

58
0歳～2歳児における保育の無償化を住民税非課税世帯以外にも拡充すること。 子ども・未来

部

67

子どもの居場所づくり
・中学校区に児童館機能を併せ持った施設、場所を整備し子どもの居場所を作
ること。

子ども・未来
部

71
同和終結宣言をすることと合わせ、市も「差別を受けなければならない地域はど
こにも存在しない」としながら、地域を限定して行う「解放学級」は廃止すること。 健康福祉部

82
障害者が地域で安心して暮らせるように①
・学校卒業後の重度障害者の居場所をふやすこと。 健康福祉部

83
介護保険制度について
・地域間格差を無くすこと。 健康福祉部

87
地域コミュニティのあり方について
・自治会の加入率低下対策をすること。 市民生活部

93
市民センターについて③
フラワータウン市民センターのホールについて、音響、照明の修繕をすること。 市民生活部

新

97
ふれあいプールは全面改修後も存続をできるようにすること。

市民生活部

103
農業施策について①
・農村活性化のための農業後継者育成対策を行うこと。 産業振興部

117

水道事業において管理・更新一体マネジメント方式［レベル3.5］を含めたウォー
ターPPPの導入を行わないこと。
また、国に対してウォーターPPP導入前提の補助金ではなく、ウォーターPPP導
入に関係なく補助金を交付するように求めること。

上下水道部

「今回の変更場所」に「新」とあるものは、今年度新規要望項目となります。

通し番
号 要望内容 担当部 今回の変更場所
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通し番
号 要望内容 担当部 今回の変更場所

118
マンホールカードを発行すること。

上下水道部
新

121

小中学校の適正規模・適正配置について
・財源確保ではなく、子どもの教育にとってどうなのかを第１に考え、そのうえで
子どもの意見および地元の意見を尊重し、一方的に進めるようなことにならない
よう慎重にすること。

学校教育部

126
部活動の地域移行の際は、子ども・保護者の費用負担増とならないように配慮
すること。 学校教育部

130
小学校体育館のエアコン整備を早急に進めること。

学校教育部
新

135
小学校給食を無償化すること。

学校教育部
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